
 

  

 

 平成３０年 

 第１回市議会定例会 議案第４２号 

   函館市介護保険条例の一部改正について 

 函館市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成３０年２月２２日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

   函館市介護保険条例の一部を改正する条例 

 函館市介護保険条例（平成１２年函館市条例第２１号）の一部を次の 

ように改正する。 

 第４条第１項各号列記以外の部分中「平成２７年度から平成２９年度」  

を「平成３０年度から平成３２年度」に改め，同項第１号中「 31,800 

円」を「３７，５６０円」に改め，同項第２号および第３号中「47,700 

円」を「５６，３４０円」に改め，同項第４号中「５７，２４０円」を 

「６７，６１０円」に改め，同項第５号中「６３，６００円」を「 

７５，１２０円」に改め，同項第６号中「７６，３２０円」を「90,140 

円」に改め，同項第７号中「８２，６８０円」を「９７，６６０円」に 

改め，同項第８号中「９５，４００円」を「１１２，６８０円」に改め， 

同項第９号中「１０８，１２０円」を「１２７，７００円」に改め，同 

条第２項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平 

成３２年度」に，「２８，６２０円」を「３３，８１０円」に改める。 

 第１５条第３項中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。  

   附 則 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第１５条 

 第３項の改正規定は，公布の日から起算して２０日を経過した日から  

 施行する。 

２ 改正後の第４条の規定は，平成３０年度以後の年度分の保険料につ  

 いて適用し，平成２９年度分までの保険料については，なお従前の例  

 による。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 平成３０年度から平成３２年度までの保険料率を定め，および第２号

被保険者の配偶者等が被保険者の資格等に関する調査に正当な理由なく

応じない場合に過料を科すこととするため 


